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国内競技規則 細則 講習会開設規定 一部改正 

＜新旧対照表＞ 

※下線部分：変更箇所 

改正後 現行 

第１章 Ｂライセンス講習会 

第１条～第６条（略） 

 

第７条 受講者および受講料 

１．受講資格は普通自動車以上の運転免許証の保持者とする。 

ただし、何らかの障がい者手帳を持つ者から受講の申込があった場

合、講習会の主催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第２条に基づき、

受講に先立ち許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認

を得なければならないことを知らしめなければならない。 

２．（略） 

 

第８条～第１２条（略） 

 

第２章 Ａライセンス講習会 

第１３条～第１７条（略） 

 

第１８条 講師の選定 

 講師は自動車競技の諸規則に精通した者ならびにレーシングの実技経験の

豊富な者とし、講習会の主催者が開設認定の申請の際、次のうちから主任講

師１名を含みこれを委嘱し、ＪＡＦの承認を得るものとする。 

第１章 Ｂライセンス講習会 

第１条～第６条（略） 

 

第７条 受講者および受講料 

１．受講資格は普通自動車以上の運転免許証の保持者とする。 

ただし、身体の障がいのある者から受講の申込があった場合、講習会

の主催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第２条に基づき、受講に先立

ち許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なけれ

ばならないことを知らしめなければならない。 

２．（略） 

 

第８条～第１２条（略） 

 

第２章 Ａライセンス講習会 

第１３条～第１７条（略） 

 

第１８条 講師の選定 

 講師は自動車競技の諸規則に精通した者ならびにレーシングの実技経験の

豊富な者とし、講習会の主催者が開設認定の申請の際、次のうちから主任講

師１名を含みこれを委嘱し、ＪＡＦの承認を得るものとする。 
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 １．～３．（略） 

 ４．走行実技の講師：国際競技運転者許可証Ａ、Ｂ、Ｃ－Ｃの資格保持者

または国内競技運転者許可証Ａの資格保持者でＪＡＦが特に認めた者 

 ５．（略） 

 

第１９条 受講資格および受講料 

１．～５．（略） 

６．受講者人員は原則として２０名以上とし、実技科目の講師人につき受

講者は１０名以内を原則とする。 

なお、何らかの障がい者手帳を持つ者から受講申込があった場合、講

習会の主催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第条に基づき、受講に先

立ち許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なけ

ればならないことを知らしめなければならない。 

 

第２０条～第２４条（略） 

 

第３章（略） 

 

第４章 国際ソーラーカーライセンス講習会 

第３９条～第４３条（略） 

 

第４４条 講師の選定 

講師はソーラーカー競技に精通した者とし、講習会の主催者が開設認定の

申請の際、次のうちから主任講師１名を含みこれを委嘱し、ＪＡＦの承認を

 １．～３．（略） 

 ４．走行実技の講師：国際競技運転者許可証Ａ、Ｂ、Ｃの資格保持者また

は国内競技運転者許可証Ａの資格保持者でＪＡＦが特に認めた者 

 ５．（略） 

 

第１９条 受講資格および受講料 

１．～５．（略） 

６．受講者人員は原則として２０名以上とし、実技科目の講師人につき受

講者は１０名以内を原則とする。 

なお、身体の障がいのある者から受講申込があった場合、講習会

の主 催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第条に基づき、受講に先立

ち許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なけれ

ばならないことを知らしめなければならない。 

 

第２０条～第２４条（略） 

 

第３章（略） 

 

第４章 国際ソーラーカーライセンス講習会 

第３９条～第４３条（略） 

 

第４４条 講師の選定 

講師はソーラーカー競技に精通した者とし、講習会の主催者が開設認定の

申請の際、次のうちから主任講師１名を含みこれを委嘱し、ＪＡＦの承認を
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得るものとする。 

１．～２．（略） 

３．レーシング講義の講師：国際競技運転者許可証Ａ・Ｂ・Ｃ－Ｃの所持

者または国内競技運転者許可証Ａの所持者。 

  注）講師の補助員の資格については問わない。 

 

第４５条 受講者及び受講料 

下記の１．または２．の事項を満たす者。 

ただし、何らかの障がい者手帳を持つ者から受講の申込があった場合、講

習会の主催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第条に基づき、受講に先立ち

許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければなら

ないことを知らしめなければならない。 

１．（略） 

２．（略） 

 

第４６条～第４９条（略） 

 

第５章 本規定の施行 

第５０条 本規定の施行 

本規定は、２０２２年１月１日より施行する。 

 

以上 

 

得るものとする。 

１．～２．（略） 

３．レーシング講義の講師：国際競技運転者許可証Ａ・Ｂ・Ｃの所持者ま

たは国内競技運転者許可証Ａの所持者。 

  注）講師の補助員の資格については問わない。 

 

第４５条 受講者及び受講料 

下記の１．または２．の事項を満たす者。 

ただし、身体の障がいのある者から受講の申込があった場合、講習会の主

催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第条に基づき、受講に先立ち許可証を

取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければならないこと

を知らしめなければならない。 

１．（略） 

２．（略） 

 

第４６条～第４９条（略） 

 

第５章 本規定の施行 

第５０条 本規定の施行 

本規定は、２０２１年４月１日より施行する。 

 

以上 


